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三楽園ヘルパーステーション重要事項説明書 

（居宅介護・重度訪問介護・同行援護） 

 

令和7年４月１日 

１.法人事業者の概要 

法人名 医療法人久盛会 

法人設立年月日 昭和３８年１月７日 

法人所在地 秋田市飯島字堀川８４番地 

電話番号 ０１８－８４５－２１６１ 

ファックス番号 ０１８―８４６－６９４２ 

代表者氏名 理事長 ミクレラン後藤 時子 

 

2.事業所の概要 

事業所の名称 三楽園ヘルパーステーション 

サービスの種類 居宅介護・重度訪問介護・同行援護 

事業所の所在地 〒011-0911 秋田県秋田市飯島字堀川84番地20 

電話番号 ０１８－８５７－３１０１ 

ファックス番号 ０１８－８５７－３１３１ 

メールアドレス sanraku@kyusei.or.jp 

ホームページ http://www.kyusei.or.jp/sanrakuen/ 

介護保険事業所番号 ０５７０１０７４０９号 

管理者氏名 田中 優美 

サービス提供地域 秋田市（雄和・河辺を除く）・潟上市・南秋田郡 

 

３.事業の目的と運営の方針 

  居宅介護 

事業の目的 
障害者が自立を目指し、居宅において、訪問介護員等により行われる日常生活上の世

話により、その利用者や家族等の日常生活の質の向上を図ることを目的とします｡ 

運営の方針 

障害者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営む為に、入浴・排泄・食事の介護

等、生活全般にわたる援助を居宅介護によって支援します。さらには、関係各機関や保

健・医療との連携を重視し、障害者が地域で安心して暮らせる支援をします。 

 

 重度訪問介護 

事業の目的 

障害者又は障害児に対し、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生

労働省令で定める便宜を適切に提供することにより、利用者が自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう支援します。 

mailto:sanraku@kyusei.or.jp
http://www.kyusei.or.jp/sanrakuen/
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運営の方針 

重度訪問介護にあっては、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に

応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時にお

ける移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助

を適切かつ効果的に行うものとします。 

 

 同行援護 

事業の目的 

同行援護事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項

を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、障害者及び保護者の意思及び人格を

尊重し、利用者等の立場に立った適切な同行援護の提供を確保することを目的としま

す。 

運営の方針 

利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時における

同行援護中の介護を適切かつ効果的に行うものとします。 

 

４.提供するサ－ビスの内容  

居宅介護(重度訪問介護・同行援護)は、訪問介護員等が利用者宅を訪問し、入浴、排泄食事等の介助、

調理、洗濯や掃除等の家事など、日常生活上の援助を行うサ－ビスです。具体的には、サ－ビスの内容に

より以下の区分に分けら れます。 

身体介護 

利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高める

ための介助や専門的な援助を行います。 

（例）起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、清拭、入 

浴介助、体位交換、服薬介助、通院･外出介助など 

利用者の身体には直接触れないが、特段の配慮を含む調理（高血圧・減塩食・カ

リウム制限食等）を提供する場合。 

家事援助 
家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。 

（例）調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など。 

通院等のための

乗車又は降車の

介助 

通院や外出のため、タクシーなどの車両への乗車又は降車の介助とあわせて、乗

車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助や、通院先もしくは外出先での

受診等の手続きや移動等の介助を行います。 

 

５.営業日時・サービス提供日時 

営 業 日 年中無休 

営業時間 午前８：３０～午後５：００ 

 

サービス提供日 年中無休 

サービス提供時間 午前６：００～午後８：００ 

諸事情によりサービス提供ができない場合には、利用者及び関連機関へ事前に連絡します。 
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６.事業所の職員体制 

 従事者の職種 職 務 内 容 人 員 数 

管 理 者 

訪問介護計画に基づき、適切な指定訪問介

護が行われるように、訪問介護職員等の管理

を行います。 

１名（兼務） 

サービス提供責任者 

利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏

まえて、目標や具体的なサービス内容 を記

載した訪問介護計画を作成します。 

２名（１名兼務） 

訪問介護員 
訪問介護計画に基づき利用者が日常生活を

営むのに必要な援助を行います。 
１名以上 

 

７.事故発生時の対応 

  訪問介護員等はサ－ビスの提供時において、予期せぬ事故が発生した時は次の通り敏速かつ的確な対応

により円滑で円満な解決に努めます。 

（１）利用者及び家族への対応 

  １ 最善の処置 

    介護事故が発生した場合は、まず利用者に対して可能な限り緊急処置を行うとともに速やかに主治

医への連絡し必要な処置を講じます。 

  ２ 利用者及び家族等への報告と説明 

    処置が一段落すれば、できるだけ速やかに利用者や家族に誠意をもって説明し、家族の申し出に対

しても誠実に対応いたします。 

  ３ 管理者への報告 

    速やかに管理者に報告し、必要な指示を受けます。 

  ４ 事故の記録と報告 

    利用者への処置が完了した後、速やかに事故報告書を作成し、再発防止に努めます。 

（２）行政機関への報告 

   重大な介護事故や死亡事故など重大な事態が発生した場合は、速やかに関係機関へ報告します。 

 

 

８.要望または苦情相談窓口 

＜事業所窓口＞ 

担当者 三楽園ヘルパーステーション   管理者  田中 優美 

住 所 秋田市飯島字堀川８４番地２０ 

電話番号 ０１８－８５７－３１０１ 

時 間 平日 ８時３０分 ～１７時 

 

＜公共機関窓口＞ 

秋田市障がい福祉課 
住  所 秋田市山王１丁目１番地１ 

電話番号 ０１８－８８８－５６６３ 

潟上市社会福祉課 

障がい福祉班 

住  所 潟上市天王字棒沼台２２６－１ 

電話番号 ０１８－８５３－５３１４ 

南秋田郡井川町 住  所 南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口７８番地１ 
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町民健康福祉班 電話番号 ０１８－８７４－４４１７ 

秋田県国民健康 

保険団体連合会 

住  所 秋田市山王４丁目２番３号 秋田県市町村会館４階 

電話番号 ０１８－８８３－１５５０  

運営適正化委員会 
住  所 秋田市旭北栄町 1-5 秋田県社会福祉会館 

電話番号 ０１８－８６４－２７１１ 

 

＜苦情処理の手順＞ 

① 受付 

ご利用者からの苦情は以下の方法で申し立てをできるものとします。事業所へ直接申し立てをする。意

見申立用紙に直接記載し、意見箱ポストへ投函する。（事業所玄関内に設置）。 

苦情申し立ては、当事業所担当者が内容を伺い、受付し書面に記録します。 

② 解決・改善に向けた話し合い 

苦情対応委員へ報告し、執行部会で協議し、その内容に基づき苦情申出人と話し合いを持つものとしま

す。 

③ 苦情処理の記録・報告 

苦情処理担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過について書面に記録します。 

苦情処理責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、必要に応じて苦情解決報告書で苦情申出

人に対し報告します。 

 

9.虐待防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとします。 

 （１）虐待防止に関する責任者の選定及び設置  

（２）成年後見制度の利用支援  

（３）苦情解決体制の整備  

（４）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

（５）虐待防止委員会による介護職員その他の従業者に対する、虐待の防止のための研修を定期的

に（年２回以上）実施します。 

 

10.身体拘束等について 

１  利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除いて身体的拘束等は行わな 

いものとする。やむを得ず身体的拘束等を行わなければならない場合は、その家族へ十分に説明し 

同意を得るものとします。 

また、その態様、時間、その際の入所者の心身の状況等、やむを得ない理由を記録するものとします。 

２  利用者は身体的拘束等の適正化を図るため次に掲げる措置を講じます。 

1 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について、

介護職員その他の従業者に周知徹底を図ります。 

2 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

3 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 
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11.業務継続計画の策定等 

   １ 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定訪問介護の提供を継続的に実施する 

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定 

し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。  

２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実 

施するものとします。  

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとしま 

す。  

12.衛生管理 

  １ 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の 

衛生的な管理に努めます。 

２ 事業所は、事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように、次の各号に掲げる措置を講じます。

   

（１） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、従業者に周知徹底を図ります。  

（２） 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。  

（３） 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的

に実施します。 

 

13.ハラスメント対策 

事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されるこ

とを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。 

 

14.利用料金 

＜居宅介護サービス＞ 

 障害程度区分１以上であると認定された場合。 

サービス区分 提 供 時 間 １回当たりの料金(円) 

身体介護及び身体介

護を伴う通院等介助 

３０分未満 ２５６ 

３０分以上 １時間未満 ４０４ 

１時間以上 １時間３０分未満 ５８７ 

１時間３０分以上 ２時間未満 ６６９ 

２時間以上 ２時間３０分未満 ７５４ 

２時間３０分以上 ３時間未満 ８３７ 

３時間以上は９２１円に３０分を増す毎に８３円加算される 

家事援助 ３０分未満 １０６ 

３０分以上 ４５分未満 １５３ 

４５分以上 １時間未満 １９７ 

１時間以上 １時間１５分未満 ２３９ 
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１時間１５分以上 １時間３０分未満 ２７５ 

１時間半以上は３１１円に１５分を増すごとに３５円加算される 

身体介護を伴わない

通院等介助 

３０分未満 １０６ 

３０分以上 １時間未満 １９７ 

１時間以上 １時間３０分未満 ２７５ 

１時間３０分以上は３４５円に３０分を増すごとに６９円加算される 

各種加算 加 算 内 容 上記料金（円）に加算 

２人での提供 必要により２人で提供をした場合  ２人各々に上記料金

算定 

早朝・夜間加算 早朝（６時～８時）に提供した場合 

夜間（１８時～２２時）に提供した場合 

上記料金×０．２５ 

特定事業所加算Ⅱ 一定の事業所基準を満たしている場合 上記料金×０．１ 

緊急時対応加算 計画になく緊急で提供した場合（月２回限度） １００ 

初回加算 初回にサービス提供責任者が提供した場合 ２００ 

特別地域加算 特別地域に該当する居住者へサービス提供した場合 上記料金×０．１５ 

 

 

＜重度訪問介護サービス＞ 

障害程度区分４以上で、二肢以上に麻痺等があること及び障害程度区分認定調査項目のうち「歩行」「移

乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」意外と認定された場合。 

サービス区分 提 供 時 間 １回当たりの料金(円) 

重度訪問介護 １時間未満 １８６ 

１時間以上 １時間３０分未満 ２７７ 

１時間３０分以上 ２時間未満 ３６９ 

２時間以上 ２時間３０分未満 ４６１ 

２時間３０分以上 ３時間未満 ５５３ 

３時間以上の提供は障害者総合支援法の障害者福祉サービス[重度訪問介護サ

ービス費]により算定 

各種加算 加 算 内 容 上記料金（円）に加算 

重度障害者等への提

供 

区分４以上で、二肢以上に麻痺があり、認定調査項

目のうち「歩行」が「つかまらないでできる」、「移

乗」「排尿」「排便」にあっては「できる」以外に認

定された場合 

上記料金×０．１５ 

障害区分６に該当者 障害区分６の認定者への訪問した場合 上記料金×０．０８５ 

２人での提供 必要により２人で提供を行った場合  ２人各々に上記料金

算定 

早朝・夜間加算 早朝（６時～８時）に提供した場合 

夜間（１８時～２２時）に提供した場合 

上記料金×０．２５ 

特定事業所加算Ⅱ 一定の事業所基準を満たしている場合 上記料金×０．１ 

特別地域加算 特別地域に該当する居住者へサービス提供した場

合。 

上記料金可×０．１５ 

緊急時対応加算 計画になく緊急で提供をした場合（月２回限度） １００ 

移動介護加算 １時間未満 １００ 

１時間以上 １時間３０分未満 １２５ 
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１時間３０分以上 ２時間未満 １５０ 

２時間以上の提供は、障害者総合支援法の重度訪問介護サービス費により

算定 

初回加算 初回にサービス提供責任者が提供した場合 ２００ 

 

 

 

＜同行援護サービス＞ 

 視覚障害者の外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行う場合。 

サービス区分 提 供 時 間 １回当たりの料金(円) 

同行援護 

 

３０分未満 １９１ 

３０分以上 １時間未満 ３０２ 

１時間以上 １時間３０分未満 ４３６ 

１時間３０分以上 ２時間未満 ５０１ 

２時間以上 ２時間３０分未満 ５６６ 

２時間３０分以上 ３時間未満 ６３２ 

３時間以上は６９７円に３０分増すごとに６６円加算される 

各種加算 

早朝・夜間加算 

 

加 算 内 容 上記料金（円）に加算 

早朝（６時～８時）に提供した場合 

夜間（１８時～２２時）提供した場合 

 

上記料金×０．２５ 

２人での提供 必要により２人で提供した場合 ２人各々に上記料金算定 

緊急時対応加算 計画になく緊急で提供した場合（月２回限度） 

（身体介護を伴う場合のみ） 

 

    １００ 

特定事業所加算Ⅱ 一定の事業所基準を満たしている場合 上記料金×０.１ 

初回加算 初回にサービス提供責任者が提供した合 ２００ 

＊上記利用料設定の基本となる時間は、利用者の計画書に定められた時間を基準とします。詳しくは当事業所

サービス提供責任者へお問い合わせ下さい。 

 

＜居宅介護サービス・重度訪問介護サービス・同行援護サービス以外の利用料＞ 

 サービス利用に必要なガス、水道、電気、買い物の際に必要な費用は、利用者の負担となります。 

 

15.支払方法 

  毎月１０日前後までに前月分の利用料請求書を、指定された請求者様へ送付しますので、その月の月末ま

でにお支払いをお願いいたします。 

  支払方法は、現金払い、銀行振り込み、口座引き落としがあります。尚、口座引き落とし手続きの際は、

利用者名義の口座番号と銀行印が必要となります。 
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16.請求書・明細書及び領収証の送付先    

氏名（続柄）                         （        ） 

住  所 
 

電話番号 
 

  

17.緊急時における対応方法 

サ－ビス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医、救

急隊、家族等への連絡いたします。 

 

主治医 

医療機関の名称  

主 治 医 名  

電 話 番 号  

緊急連絡先 

氏名（続柄） （      ） 

電 話 番 号  

携帯電話番号   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


